
①富士見市における公共下水道整備

（社会資本総合整備計画）の事後評価について
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国土交通省が所管で、地方公共団体等が作成する社会資本総合整備

計画に基づく事業の実施に

充てることを目的とした、

国が地方公共団体等へ交付する

ものです。

※富士見市の主な活用事例

・下水道 ・都市公園

・道路 ・市街地

・河川 都市基盤の整備
や維持で活用

概 要

（国土交通省ＨＰ参照 一部抜粋）

１．社会資本整備総合交付金について
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（国土交通省ＨＰ参照）

〇社会資本整備総合

交付金

〇防災・安全交付金

市が活用
している
交付金は
左記の
２種類

１．社会資本整備総合交付金について
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富士見市の下水道事業で活用している交付金は以下の２種類です。

（計画名）安全・安心、快適な地域をつくる人のまち（防災・安全）

（内 容）雨水ポンプ場の機器更新等

防災・安全交付金

（計画名）安全・安心、快適な地域をつくる人のまち

（内 容）汚水管の整備

社会資本整備総合交付金
今回対象
（令和２年度～令和６年度）

１．社会資本整備総合交付金について
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① 地方公共団体等は、目標や期間、目標実現のための事業等を記載した社会資本総合整備計画

（３～５年）を作成し、国土交通大臣へ提出する。（社会資本整備総合交付金 交付要綱第８）

② 地方公共団体等は、毎年度、実施するものについて整備計画に基づき交付申請する。

国は、毎年度、交付額を算定して交付する。

③ 計画期間の終了後は、地方公共団体自ら事後評価を行ってインターネットで公表する。

また、国土交通大臣へ報告しなければならない。（社会資本整備総合交付金 交付要綱第１０）

交付要綱の中で、事後評価の実施・公表と
国土交通大臣への報告が決められている

交付金制度の基本的な仕組み

１．社会資本整備総合交付金について
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交付金の活用にあたっては、効率的・効果的な事業の執行や透明性・

客観性の確保、説明責任がより一層求められます。

① 事業の成果等を客観的に検証し、今後の方針を検討する

② 事業の成果を地域住民へ分かりやすく説明する

交付期間の終了時（終了後または最終年度中）に実施する

事後評価の目的

事後評価の時期

１．社会資本整備総合交付金について
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社会資本整備総合交付金交付要綱（令和６年３月２９日改正）（抜粋）

第10 社会資本総合整備計画の評価

１ 地方公共団体等は、社会資本総合整備計画を作成したときは、これをインターネットの利用により公表す

るものとする。交付期間の終了時には、社会資本総合整備計画の目標の実現状況等について評価を行い、こ

れをインターネットの利用により公表するとともに、国土交通大臣に報告しなければならない。また、必要

に応じて、交付期間の中間年度においても評価を行い、同様に公表及び国土交通大臣への報告を行うものと

する。

社会資本整備総合交付金に係る計画等について（令和５年９月２２日改正）（抜粋）

第3 社会資本総合整備計画の評価について

【中間評価及び事後評価】

３ 整備計画を作成して国土交通大臣に提出した地方公共団体等が、交付要綱本編第１０第１項の規定に基づ

き必要に応じて交付期間の中間年度に行う評価（以下「中間評価」という。）の実施時期は、原則、中間年

度の終了後とする。また、当該地方公共団体等が同項の規定に基づき交付期間の終了時に行う評価（以下

「事後評価」という。）の実施時期は、交付期間の終了後又は交付期間の最終年度中とする。

目的の根拠

時期の根拠

１．社会資本整備総合交付金について
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① 交付金を充てた要素事業の進捗状況

② 事業効果の発現状況

③ 評価指標（最終目標値）の達成状況

④今後の方針

事後評価の内容

富
士
見
市
で

事
後
評
価
書
作
成

第
２
回
審
議
会

第
１
回
審
議
会

1０/６
（本日）

事後評価の流れ

事
後
評
価
書

公
表
・
縦
覧

（
窓
口
・
Ｈ
Ｐ
）

1０/下旬～11/下旬 11/下旬

国
土
交
通
大
臣

へ
報
告

１～2月頃

住民より広く
意見を収集

妥当性の確認委員へ事前説明

２．事後評価の概要について
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事後評価書（原案）の公表・縦覧イメージ

（富士見市ホームページ）

※別途、下水道課の窓口でも行います。

２．事後評価の概要について
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事後評価書の公表・縦覧イメージ（富士見市ホームページ）

２．事後評価の概要について
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新河岸第１４処理分区の汚水管整備
計画面積：８．９ヘクタール

３．事業の概要について
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新河岸第１６処理分区の汚水管整備
計画面積：１０．０ヘクタール

３．事業の概要について
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３．事業の概要について
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３．事業の概要について
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３．事業の概要について
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３．事業の概要について
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３．事業の概要について
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３．事業の概要について
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３．事業の概要について
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３．事業の概要について
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３．事業の概要について



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ　基幹事業

事業 地域 交付 直接

種別 種別 対象 間接 R2 R3 R4 R5 R6

A07-001 下水道 一般 富士見市 直接 富士見市
管渠
(汚水)

新設
600
53
154

A07-002 下水道 一般 富士見市 直接 富士見市
管渠

(汚水)
新設

600

45
192

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期
事前説明：令和7年10月6日、評価：令和7年11月下旬

富士見市下水道事業審議会 公表の方法
　富士見市ホームページ

交付対象事業

番号 事業者 種別1 種別2 要素となる事業名（事業箇所） 事業内容

新河岸第16処理分区の汚水管整備

管渠A=10.0ha

管渠A=10.0ha 富士見市

市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）

新河岸第14処理分区の汚水管整備

管渠A=8.9ha
管渠A=5.4ha 富士見市

黒字・・・計画

青字・・・市単独事業

赤字・・・実績

新河岸第１４処理分区の汚水管整備 計画面積：８．９ヘクタール
実績面積：５．４ヘクタール

４．事業の結果について
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事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ　基幹事業

事業 地域 交付 直接

種別 種別 対象 間接 R2 R3 R4 R5 R6

A07-001 下水道 一般 富士見市 直接 富士見市
管渠
(汚水)

新設
600
53
154

A07-002 下水道 一般 富士見市 直接 富士見市
管渠

(汚水)
新設

600

45
192

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期
事前説明：令和7年10月6日、評価：令和7年11月下旬

富士見市下水道事業審議会 公表の方法
　富士見市ホームページ

交付対象事業

番号 事業者 種別1 種別2 要素となる事業名（事業箇所） 事業内容

新河岸第16処理分区の汚水管整備

管渠A=10.0ha

管渠A=10.0ha 富士見市

市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）

新河岸第14処理分区の汚水管整備

管渠A=8.9ha
管渠A=5.4ha 富士見市

黒字・・・計画

青字・・・市単独事業

赤字・・・実績

新河岸第１６処理分区の汚水管整備 計画面積：１０．０ヘクタール
実績面積：１０・０ヘクタール

４．事業の結果について
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富士見市

下水道整備を行い、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

①5か年における下水道（汚水）整備達成率を0％(R2)から100％（R6）に増加させる。

（R2当初） （R4末） （R6末）

①5か年における下水道（汚水）整備達成率

汚水整備済面積（0ha）／事業計画面積（18.9ha）

社会資本総合整備計画　事後評価書（原案）
計画の名称 安全・安心、快適な地域をつくる人のまち

計画の期間 令和2年度～令和6年度（5年間）

0% 50% 100%
0% 73% 81%

計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

黒字・・・計画

赤字・・・実績

新河岸第１４処理分区の汚水管整備 計画面積：１８．９ヘクタール
新河岸第１６処理分区の汚水管整備 実績面積：１５．４ヘクタール

整備達成率：８１％

４．事業の結果について
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４．事業の結果について
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国道２５４号和光富士見バイパス

志
木
市
側

富
士
見
市
側

国道２５４号和光富士見バイパス



新河岸第１４処理分区の3.5ヘクタール分の
汚水管整備が未達成となりました。

４．事業の結果について
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４．事業の結果について

A3 紙資料の事後評価書をご覧ください



　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和07年09月18日

計画の名称 安全・安心、快適な地域をつくる人のまち

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０６年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 富士見市

計画の目標 下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               1,200  Ａ               1,200  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

R2当初 R4末 R6末

   1 5か年における下水道（汚水）整備達成率を０％（Ｒ２）から１００％（Ｒ６）に増加させる。

5か年における下水道（汚水）整備達成率 0％ 50％ 100％

汚水整備済面積（ha）／汚水整備目標面積（１８．９ha）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000692170



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 一般 富士見市 直接 富士見市 管渠（

汚水）

新設 新河岸第１４処理分区の

汚水管整備

管渠Ａ＝８．９ha　舗装 富士見市  ■  ■  ■  ■  ■         600 －

A07-002

下水道 一般 富士見市 直接 富士見市 管渠（

汚水）

新設 新河岸第１６処理分区の

汚水管整備

管渠Ａ＝１０．０ha　舗装 富士見市  ■  ■  ■  ■  ■         600 －

 小計       1,200

合計       1,200

1 案件番号：  0000692170



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

富士見市下水道事業審議会
事後評価の実施体制

0000692170案件番号：

事前説明：令和7年10月6日、評価：令和7年11月下旬

富士見市ホームページ

①新河岸第14処理分区及び新河岸第16処理分区において、汚水管整備を行い、快適な暮らしを実現し、良好な環境を整備するこ
とができた。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

最　終
目標値
100％

他事業との工事調整に時間を要し、新河岸第14処理分区の一部の工事に遅れが生じたことから目標未達成となった。

最　終
81％

実績値

1 案件番号：0000692170


